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１ 議題 

⑴ 報告事項 

  ① 令和４年度国民健康保険事業費納付金の概要について（資料１） 

② 豊川市国民健康保険条例の一部改正について（資料２） 

③ 令和３年度保健事業の状況について（資料３） 

 

２ その他 

⑴ 国民健康保険料の賦課誤りについて（資料４） 

⑵ 国民健康保険運営協議会委員の改選について（資料５） 
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議題⑴① 令和４年度国民健康保険事業費納付金の概要について 

 

納付金の算定ルール等について 

１ 納付金等の概要 

○ 平成 30年度に行われた国民健康保険の制度改革以降、都道府県が財政運営の責任を担うこととなり、納

付金及び標準保険料率を算定し、市町村ごとに示している。 

＜フロー図＞ 

 

 

 

 

 

２ 市町村ごとの納付金・標準保険料率の算定の考え方 

納付金・標準保険料率の算定の流れ 

① 県全体の納付金算定基礎額の算定 

納付金算定基礎額 ＝ 県全体の保険給付費（医療費）等 － 公費等 

   ・保険給付費（医療費）⇒ 被保険者数 × 1人当たり医療費 

   ・後期高齢者支援金  ⇒ （被保険者数 × 国が示す 1人当たり後期高齢者支援金負担見込額  

 × 国が示す後期高齢者支援金調整率） － 令和２年度精算額 

   ・介護納付金  ⇒ （介護２号被保険者数 × 国が示す 1人当たり介護納付金負担見込額） 

      － 令和２年度精算額 

② 市町村ごとの納付金按分 

・各市町村の被保険者数・所得総額の県全体に対するシェアにより按分 

・各市町村の医療費水準により調整 

・市町村ごとに高額医療費負担金等の公費を加減算 

  ③ 激変緩和措置 

     制度改正前の平成 28年度と比較して、納付金が急激に増加しないように上限を設定している。 

  ④ 標準保険料率の算定 

    ・市町村に交付される公費を減算 

・保健事業など保険料で賄う給付等を加算 

⑤納付金の支払い 

③保険料の賦課 

④保険料の納付 

都道府県 市町村 被保険者 

標準保険料率を参考に、保険料率を決
定し、保険料を賦課 

①納付金の決定 

②標準保険料率の提示 

資料１ 
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図１ 【市町村ごとの納付金の按分方法】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 【納付金・標準保険料率の算定の流れ（保険給付費分の例）】 
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各市町村の一人当たり納付金額等の県内順位

順位 市町村 指数 順位 市町村 金額 順位 市町村 金額 順位 市町村 伸び率 順位 市町村 金額 順位 市町村 伸び率 順位 市町村 金額

1 豊根村 1.042108897 1 飛島村 1,119,423 1 飛島村 183,486 1 豊根村 108.80% 1 南知多町 171,430 1 みよし市 103.86% 1 南知多町 150,902

2 豊明市 0.977570060 2 田原市 909,667 2 南知多町 171,430 2 飛島村 105.46% 2 飛島村 164,786 2 豊根村 103.58% 2 大口町 140,071

3 南知多町 0.965752545 3 みよし市 906,770 3 みよし市 162,870 3 みよし市 103.86% 3 みよし市 162,870 2 飛島村 103.58% 3 田原市 138,354

4 蟹江町 0.950922658 4 長久手市 897,047 4 大府市 159,727 4 設楽町 103.81% 4 大府市 159,727 2 設楽町 103.58% 4 名古屋市 137,980

5 瀬戸市 0.946715811 5 南知多町 891,165 5 碧南市 157,021 5 阿久比町 103.81% 5 碧南市 157,021 2 阿久比町 103.58% 5 清須市 135,012

6 名古屋市 0.945541994 6 刈谷市 884,884 6 長久手市 156,898 6 碧南市 103.54% 6 長久手市 156,898 6 碧南市 103.54% 6 西尾市 133,701

7 一宮市 0.933837622 7 安城市 862,508 7 日進市 156,230 7 半田市 103.27% 7 日進市 156,230 7 半田市 103.27% 7 東海市 133,650

8 愛西市 0.933408212 8 大府市 861,117 8 刈谷市 153,441 8 知立市 103.20% 8 刈谷市 153,441 8 知立市 103.20% 8 大治町 133,460

9 みよし市 0.925825365 9 碧南市 860,916 9 豊明市 152,121 9 豊明市 103.17% 9 豊明市 152,121 9 豊明市 103.17% 9 飛島村 133,398

10 東栄町 0.923690040 10 日進市 850,898 10 弥富市 152,062 10 日進市 103.14% 10 弥富市 152,062 10 日進市 103.14% 10 大府市 132,971

11 大府市 0.922020334 11 豊田市 845,553 11 大口町 151,497 11 大府市 103.10% 11 大口町 151,497 11 大府市 103.10% 11 長久手市 132,949

12 江南市 0.920705496 12 西尾市 830,019 12 蟹江町 151,281 12 北名古屋市 103.07% 12 蟹江町 151,281 12 北名古屋市 103.07% 12 豊橋市 132,770

13 稲沢市 0.919463417 13 幸田町 828,412 13 田原市 150,710 13 豊田市 102.92% 13 田原市 150,710 13 豊田市 102.92% 13 蟹江町 132,330

14 阿久比町 0.918419579 14 大口町 813,902 14 東海市 150,391 14 弥富市 102.90% 14 東海市 150,391 14 弥富市 102.90% 14 高浜市 132,209

15 東浦町 0.917491066 15 知立市 810,269 15 豊田市 149,759 15 刈谷市 102.89% 15 豊田市 149,759 15 刈谷市 102.89% 15 岡崎市 131,453

16 弥富市 0.912378425 16 小牧市 803,808 16 知立市 149,406 16 東浦町 102.83% 16 知立市 149,406 16 東浦町 102.83% 県平均 130,426

17 東海市 0.910131413 17 岡崎市 799,342 17 北名古屋市 148,230 17 犬山市 102.80% 17 北名古屋市 148,230 17 犬山市 102.80% 16 日進市 129,810

18 犬山市 0.908643658 18 東海市 794,972 18 東郷町 147,151 18 長久手市 102.80% 18 東郷町 147,151 18 長久手市 102.80% 17 みよし市 129,761

19 清須市 0.904674503 19 弥富市 794,433 19 東浦町 146,284 19 稲沢市 102.68% 19 東浦町 146,284 19 稲沢市 102.68% 18 刈谷市 129,363

20 大口町 0.904251801 20 高浜市 788,346 20 名古屋市 146,186 20 武豊町 102.65% 20 名古屋市 146,186 20 武豊町 102.65% 19 岩倉市 129,152

21 あま市 0.903916219 21 東郷町 778,712 21 小牧市 145,986 21 知多市 102.52% 21 小牧市 145,986 21 知多市 102.52% 20 小牧市 128,120

22 東郷町 0.902305614 22 北名古屋市 770,591 22 高浜市 145,889 22 愛西市 102.49% 22 高浜市 145,889 22 愛西市 102.49% 21 弥富市 128,063

県平均 0.901565160 23 豊山町 763,224 23 阿久比町 145,636 23 江南市 102.48% 23 清須市 145,620 23 江南市 102.48% 22 碧南市 127,472

23 北名古屋市 0.901072575 24 豊明市 762,878 24 清須市 145,620 24 東郷町 102.47% 24 安城市 145,150 24 東郷町 102.47% 23 春日井市 127,234

24 日進市 0.897813201 25 東浦町 756,845 25 安城市 145,150 25 安城市 102.33% 25 西尾市 145,148 25 安城市 102.33% 24 東郷町 127,074

25 飛島村 0.897762198 26 半田市 756,684 26 西尾市 145,148 26 豊山町 102.32% 26 愛西市 145,003 26 豊山町 102.32% 25 安城市 126,432

26 津島市 0.896960759 27 蟹江町 755,559 27 愛西市 145,003 27 幸田町 102.29% 27 岡崎市 144,842 27 幸田町 102.29% 26 幸田町 126,298

27 知多市 0.892835154 28 清須市 749,548 県平均 144,843 28 蟹江町 102.26% 県平均 144,816 28 蟹江町 102.26% 27 豊明市 126,171

28 豊橋市 0.892006941 29 春日井市 741,740 28 岡崎市 144,842 29 新城市 102.23% 28 幸田町 144,699 29 新城市 102.23% 28 豊田市 125,976

29 半田市 0.890790919 県平均 741,563 29 幸田町 144,699 30 小牧市 102.20% 29 半田市 143,854 30 小牧市 102.20% 29 豊山町 125,284

30 設楽町 0.887661437 30 阿久比町 741,179 30 半田市 143,854 31 尾張旭市 102.17% 30 豊山町 143,792 31 尾張旭市 102.17% 30 蒲郡市 125,282

31 美浜町 0.884980566 31 知多市 738,711 31 豊山町 143,792 32 南知多町 102.15% 31 阿久比町 143,784 32 南知多町 102.15% 31 美浜町 125,269

32 扶桑町 0.884282083 32 尾張旭市 734,827 32 稲沢市 142,956 33 一宮市 102.01% 32 稲沢市 142,956 33 一宮市 102.01% 32 愛西市 125,104

33 碧南市 0.882083781 33 大治町 732,036 33 知多市 141,424 34 東海市 101.99% 33 知多市 141,424 34 東海市 101.99% 33 あま市 124,840

34 知立市 0.880554272 34 蒲郡市 721,874 34 春日井市 141,273 35 扶桑町 101.98% 34 春日井市 141,273 35 扶桑町 101.98% 34 東栄町 124,133

35 春日井市 0.875177561 35 稲沢市 716,136 35 豊根村 140,143 36 常滑市 101.94% 35 大治町 139,993 36 常滑市 101.94% 35 一宮市 124,069

36 大治町 0.873868198 36 愛西市 714,033 36 大治町 139,993 37 あま市 101.89% 36 一宮市 139,789 37 あま市 101.89% 36 東浦町 123,735

37 常滑市 0.871598014 37 扶桑町 713,928 37 一宮市 139,789 38 美浜町 101.82% 37 あま市 139,653 38 美浜町 101.82% 37 北名古屋市 123,645

38 豊田市 0.870627775 38 武豊町 710,307 38 あま市 139,653 県平均 101.76% 38 美浜町 139,583 39 春日井市 101.76% 38 知立市 123,642

39 刈谷市 0.869450712 39 美浜町 704,453 39 美浜町 139,583 39 春日井市 101.76% 39 江南市 139,570 県平均 101.76% 39 扶桑町 123,372

40 尾張旭市 0.864384862 40 名古屋市 701,928 40 江南市 139,570 40 豊川市 101.71% 40 尾張旭市 139,466 40 豊川市 101.71% 40 津島市 122,749

41 岩倉市 0.860497032 41 岩倉市 699,016 41 尾張旭市 139,466 41 瀬戸市 101.71% 41 扶桑町 138,809 41 瀬戸市 101.71% 41 尾張旭市 122,595

42 新城市 0.859667007 42 豊川市 698,119 42 扶桑町 138,809 42 蒲郡市 101.69% 42 蒲郡市 138,570 42 蒲郡市 101.69% 42 瀬戸市 122,494

43 小牧市 0.856849811 43 新城市 694,647 43 蒲郡市 138,570 43 高浜市 101.65% 43 豊橋市 138,436 43 高浜市 101.65% 43 常滑市 121,975

44 豊山町 0.855053295 44 常滑市 694,066 44 豊橋市 138,436 44 岡崎市 101.63% 44 犬山市 137,739 44 岡崎市 101.63% 44 稲沢市 121,950

45 岡崎市 0.854933469 45 あま市 692,501 45 犬山市 137,739 45 津島市 101.62% 45 常滑市 136,888 45 津島市 101.62% 45 豊川市 121,929

46 蒲郡市 0.852814967 46 豊橋市 690,555 46 常滑市 136,888 46 田原市 101.44% 46 武豊町 136,519 46 田原市 101.44% 46 知多市 121,820

47 豊川市 0.852593818 47 犬山市 683,031 47 武豊町 136,519 47 西尾市 101.38% 47 瀬戸市 135,591 47 西尾市 101.38% 47 江南市 120,503

48 長久手市 0.852454061 48 設楽町 667,990 48 瀬戸市 135,591 48 大口町 101.32% 48 津島市 135,169 48 大口町 101.32% 48 半田市 118,602

49 高浜市 0.852006885 49 江南市 666,446 49 津島市 135,169 49 清須市 101.27% 49 豊川市 135,008 49 清須市 101.27% 49 犬山市 116,701

50 武豊町 0.849759999 50 一宮市 666,434 50 豊川市 135,008 50 名古屋市 100.97% 50 岩倉市 134,602 50 名古屋市 100.97% 50 武豊町 116,670

51 幸田町 0.828106875 51 津島市 656,316 51 岩倉市 134,602 51 大治町 100.80% 51 新城市 133,107 51 大治町 100.80% 51 新城市 116,623

52 西尾市 0.815796468 52 豊根村 639,651 52 新城市 133,107 52 東栄町 100.74% 52 設楽町 129,994 52 東栄町 100.74% 52 阿久比町 116,396

53 安城市 0.798938886 53 瀬戸市 628,693 53 設楽町 131,686 53 豊橋市 100.70% 53 東栄町 129,719 53 豊橋市 100.70% 53 設楽町 105,232

54 田原市 0.778925728 54 東栄町 601,736 54 東栄町 129,719 54 岩倉市 100.69% 54 豊根村 104,343 54 岩倉市 100.69% 54 豊根村 84,467

3

⑦一人当たり納付金相当額（ｄ）
（H28年度決算）

（全国平均：１） （単位：円） （単位：円） （単位：円） （単位：円）

①年齢調整後医療費指数
(3年平均(H30～R2）)

②一人当たり所得金額
(3年平均(R1～R3）)

③一人当たり納付金額
（R4、激変緩和措置前）

④一人当たり納付金額伸び率
（R4／H28、激変緩和措置前）

⑤一人当たり納付金額
（R4、激変緩和措置後）

⑥一人当たり納付金額伸び率
（R4／H28、激変緩和措置後）

資料１-１
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議題⑴①「国民健康保険事業費納付金について」の補足説明資料 

 

１ 納付金等の概要 

国民健康保険（以下「国保」という。）について、平成 30 年度に行われた国保制度改革

以降、都道府県が財政運営の責任主体となりました。都道府県の主な役割は、次のとおり

です。 

① 市町村の国保加入者の所得や医療費等に基づいて、市町村ごとの国保事業費納付金

（以下「納付金」という。）の決定 

② 市町村ごとの標準保険料率の策定、公表 

③ 保険給付に必要な費用全額を市町村に交付 

県は、令和４年１月に納付金及び標準保険料率を決定し、県内全市町村に提示しました。

豊川市の令和４年度納付金額は、被保険者数の減少により約 45億 900万円、前年度比 2,600

万円減となりました。 

 

今回ご覧いただく資料は、市町村への説明用として県がまとめたものを一部抜粋し、加工

したものです。 

＜フロー図の説明＞ 

⑴ 都道府県の役割（図の太線囲み内） 

都道府県は、①納付金の決定、②市町村への標準保険料率を提示します。 

⑵ 市町村の役割 

  市町村は、⑤納付金の支払いのために、③各被保険者への保険料の賦課を行い、被保険

者に保険料の納付を求めます。（例年８月中に納入通知書を送付します。） 

 ⑶ 被保険者の役割 

   被保険者は、賦課された④保険料の納付を行います。 

 

２ 市町村ごとの納付金・標準保険料率の算定の考え方 

県が行った納付金・標準保険料率の算定の流れを説明します。保険給付費分を例に、図２

に示してありますので、参考としてください。 

 ① 県全体の納付金算定基礎額の算定 

被保険者数及び医療費をもとに県全体の保険給付費等を推計し、県全体の公費等（療養

給付費等負担金、前期高齢者交付金等）を加減算します。なお、保険給付費の実績が大幅

に増加し、県全体の 1人当たり納付金は６％強の増額となっております。 

 ② 市町村ごとの納付金按分（参考：図１） 

各市町村の被保険者数により按分した分（応益割分）と、各市町村の所得総額により按

分した分（応能割分）を合計します。この合計額をもとに各市町村の医療費水準により調

整した金額を計算し、市町村ごとの公費を加減算します。 

 ③ 激変緩和措置 

資料１－２ 
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   各市町村に按分した一人当たりの納付金額が制度改正前の平成 28 年度と比べ、大幅な

増加が見込まれる市町村について、その伸び率が一定の割合（103.58％）以下となるよう、

公費を投入します。令和４年度の納付金算定において激変緩和措置対象市町村は、県内で

４市町村となりました。なお、豊川市は対象となっておりません。 

 ④ 標準保険料率の算定 

   標準保険料率とは、全国統一の算定基準により計算された市町村ごとのある保険料率の

ことを言います。各市町村に按分後の納付金から、特別交付金など市町村に交付される公

費を減算し、保健事業費など保険料で賄う給付等を加算して、市町村ごとの保険料総額を

算出し、標準保険料率を算定します。 

 

３ 各市町村の一人当たり納付金等の県内順位 

県が算出した本市の令和４年度一人当たり納付金は、135,008円（R3年度 129,231円。R2

年度 131,566円。）となっています。令和３年度算定時に県は、新型コロナの影響から医療

費の伸びが抑えられると想定して納付金額を算定していましたが、受診控えの反動からか医

療費の実績が増加していること等により前年度比 5,777円の増となりました。 

資料１－１について一番左側からご説明します。 

① 年齢調整後医療費指数 

平成30年度から令和２年度までの医療費から算出された、全国平均値を１とした場合の

一人当たり医療費を指数化したものです。豊根村以外の各市町村が全国平均を下回り、本

市の順位は県内54市町村中47位で、太線囲みの県平均の値（約0.9016）より低い水準とな

っています。 

 ② 一人当たり所得金額 

令和元年度から令和３年度までの所得金額を平均したものです。飛島村が１位で、本市

は県平均（741,563円）を下回り、42位、698,119円（R3年度 678,602円）です。 

③ 一人当たり納付金額（激変緩和措置対応前） 

医療費水準、所得水準がともに高い飛島村が１位で、183,486 円となっています。本市

は県平均（144,843円）を下回り、50位、135,008円（R3年度 129,231円）です。 

④ 一人当たり納付金額伸び率（激変緩和措置対応前） 

令和４年度と平成 28年度の対比で、1位の豊根村は 108.80％、本市は 40位の 101.71％

です。 

⑤・⑥ 一人当たり納付金額及び伸び率（激変緩和措置対応後） 

本市は激変緩和の対象となっておりませんので、金額や伸び率について、順位の変化は

ありません。 

 ⑦ 一人当たり納付金相当額（H28年度決算） 

   県単位化前の平成 28年度決算において、納付金を試算した結果です。この 28年度の金

額が納付金の伸び率等の基準となります。 
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議題(1)② 豊川市国民健康保険条例の一部改正について 

 

１ 条例改正の概要 

令和３年12月議会において、出産育児一時金の支給金額について条例改

正を行いました。出産育児一時金は、被保険者が出産したときに出産等に

要する経済的負担を軽減するため、一定の金額を支給するものです。 

また、出生時に一定の障害をもった子どもとその家族の経済的負担を補

償する産科医療補償制度がありますが、令和４年１月より同制度が見直さ

れ、被保険者が負担する掛金（以下「掛金」という。）について、 16,000

円から4,000円引き下げられ、12,000円となりました。 

この掛金の改正を受けて、健康保険法施行令等の一部が改正されて被用

者保険において出産育児一時金が4,000円引き上げられました。 

国民健康保険においても、少子化対策としての重要性を考慮し、現在の

「出産育児一時金及び掛金」の支給総額を維持するとの上記被用者保険に

おける国の考え方を踏まえて、本市では今回の条例改正により掛金の引き

下げと出産育児一時金の引き上げを行いました。 

改正前後の支給金額については、次のとおりです。 

＜支給額改正前後比較表＞ 

区  分 改正前 改正後 差額 

産科医療補償制度掛金 16,000円 12,000円 △4,000円 

出 産 育 児 一 時 金 404,000円 408,000円 4,000円 

計 420,000円 420,000円 － 

 

２ 施行日 

令和４年１月１日以降に被保険者が出産したときは、改正後の金額を支給

します。 

 

資料２  



7 

 

議題⑴③ 令和３年度保健事業の状況について 

 

１ 特定健康診査受診率 

区    分 令和２年度 令和元年度 平成 30年度 

対 象 者 数 27,710人 29,379人 30,754人 

受 診 者 数 8,026人 10,153人 10,589人 

再掲（健診会場で実施

する集団健診） 
2,252人 3,907人 4,480人 

再掲（医療機関で実施

する個別健診） 
5,774人 6,246人 6,109人 

受診率（法定報告値） 29.3％ 36.1％ 36.4％ 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言の発出による集団健診

の年度前半の中止、また感染を回避するための受診控えの影響もあり、受診率は 29.3％（令和

元年度比 6.8ポイント減）となりました。 

令和３年度についても、令和２年度と同様に新型コロナの影響による受診控えに加え、医療

機関で実施する個別健診について、新型コロナワクチン接種の推進による受診者数が減少した

ため、令和２年度より受診率の低下が見込まれます。 

 

２ 特定保健指導の実施状況（法定報告値） 

区    分 令和２年度 令和元年度 平成 30年度 

動機付け支援利用率 22.6％ 10.9％ 9.4％ 

積 極 的 支 援 利 用 率 5.3％ 3.3％ 2.6％ 

特定保健指導終了率 19.3％ 9.4％ 13.5％ 

令和２年度は、前年度まで集団健診の一部の会場でのみ実施してきた特定保健指導を、全て

の集団健診会場で実施しました。このため、新型コロナの影響もありましたが、集団健診会場

での特定保健指導者数が増加し、特定保健指導終了率が 19.3％（令和元年度比 9.9ポイント増）

となりました。 

令和３年度については、健診受診者数の減少により、特定保健指導実施者数は減少する見込

みですが、利用率は２年度に引き続き全ての集団健診会場で実施しているため、昨年度と同程

度になるものと見込んでいます。 

 

※ 法定報告値は、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結

果を報告することとされています。報告対象は、一年間を通じた国保加入者で、年度途中

での加入・脱退等異動のあった方を除いています。 

資料３ 
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その他（１）国民健康保険料の賦課誤りについて 

 

令和３年８月１０日及び１０月７日付けで報告させていただきましたこのことに

つきまして、書面開催ではありますが、改めてその後の経緯と返還状況を報告させて

いただきます。 

 

１ 原因と発覚までの経緯 

平成 26 年に国民健康保険法の改正があり、平成 27 年度の保険料から、「当該年

度における最初の保険料の納期の翌日から起算して２年を経過した日以後はでき

ない」と、さかのぼって保険料を変更等する場合の賦課決定の期限が改められまし

た。 

本事案は、法改正の当時、この法改正の解釈を誤ったことが原因であり、以後、

前々年度の保険料の変更等を行う際に、期限を過ぎて賦課を決定する運用を続けて

いたものです。 

令和３年４月、新たに導入した国民健康保険のシステムの設定を行う中で、従来

の運用が誤っていたことが判明しました。その後、全容の把握をした上で、令和３

年８月６日付けで報道発表を行いました。 

 

２ 賦課誤りの該当世帯数及び影響額 

① 増額の賦課決定をしていた保険料 ３４９世帯、２９，６５０，７００円 

② ①のうち保険料が徴収済であり、返

還となる保険料（利息、返還する延滞

金を含む。） 

３１９世帯、２９，３９３，９２５円 

③ 減額の賦課決定をしていた保険料 ２９０世帯、１３，５７２，７８０円 

 

３ 返還状況 

令和３年９月６日の市議会定例会において、保険料返還に係る補正予算が可決さ

れました。同日付けで誤って増額の賦課決定をしていた全世帯にお詫びの文書をお

送りするとともに、過大に納付された保険料の速やかな返還手続きを進めました。 

１月末現在の返還状況については、以下のとおりです。残りの世帯に対しても引

き続き返還に向けて手続きを進めてまいります。 

  

返還対象 
件数 金額 

返還割合 
３１９世帯 ２９，３９３，９２５円 

１月末 ２９２世帯 ２７，３０７，２２５円 ９２．９％ 

残り ２７世帯 ２，０８６，７００円  

 

資料４ 
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その他（２） 国民健康保険運営協議会委員の改選について 

 

各委員におかれましては、豊川市国民健康保険運営協議会委員として、公私ともに

お忙しい中を、本市国保事業の健全な運営のために、その高い見識をもって諸問題を

審議し、有益なるご意見をいただき、厚くお礼申し上げます。 

所属団体より推薦いただいた委員については、所属団体へ推薦の依頼を４月頃に送

付させていただきます。 

被保険者代表の方は、後日ご意向を確認させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

１ 現在の運営協議会委員の任期 

  令和元年６月６日から令和４年６月５日まで（任期３年） 

 

２ 次期の運営協議会委員の任期 

  令和４年６月６日から令和７年６月５日まで（任期３年） 

 

３ 根拠法令 

⑴  国民健康保険法（抄） 

 （国民健康保険運営協議会） 

第十一条 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に

国民健康保険運営協議会を置く。 

２ 前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、

政令で定める。 

 

⑵  国民健康保険法施行令（抄） 

  （委員の任期） 

第四条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

 

                          

資料５ 


